
　　　　

支援プログラム R7 年 1 月

１０名 送迎実施の有無 有り 休み

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語・コミュニケーション

人間関係・社会性

主な行事等
・ご家族参加の行事(ふれあいの日、バーベキューなど）　・季節ごとの行事(初詣、夏祭り、クリスマス会など）　・豊徳祭　・買い物学習　・調理実習　・公共の交通機関を利用する外出
行事

家族支援

・定期的な面談の実施
・進路など、卒業後の相談支援の実施
・ご家族（きょうだい児含む）参加型の行事の実施
・連絡ツールを活用した情報の共有

移行支援

・一人暮らしを見据えた社会機能訓練の実施
・就労支援事業所を体験するプログラムの実施
・他事業所の見学を実施
・関係機関との連携

地域支援・地域連携

・学校など、関係機関との連携
・自立支援協議会への参加
・実習生受け入れ
・地域の方を招待して行う行事の実施
・ライフレスキュー事業
・地域イベントへの参加

職員の質の向上

・毎月の事業所会議実施
・関連事業所合同での会議の実施
・研修会への参加と伝達講習
・事業所内研修の実施

職員構成(生活介護を含む） 管理者・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・保育士・理学療法士・社会福祉士・介護福祉士・強度行動障害支援者・生活支援員・管理栄養士・看護師・事務職員

検温や目視などにより日常的に健康面の観察を行い、状態を把握します。手洗いやうがいなどを通して病気の予防や安全へ配慮します。生活に必要なスキルを習得出来るように支援します。
また、障害の特性に配慮し、時間や空間を構造化することにより生活環境を整えます。

日課にラジオ体操を取り入れます。体操を通して、日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や上肢・下肢の運動・動作の改善及び習得、関節の拘縮や変形の予防、筋力の維持・強化を図
ります。また、視覚・聴覚・触覚等の感覚を十分に活用できるよう、遊び等を通して支援します。

本
人
支
援

絵カードやタブレットなど、様々なコミュニケーション手段を適切に活用し、環境の理解と意思の伝達が円滑にできるよう支援します。また、行事や長期休暇の後に絵日記を書くことで、具
体的な体験と言葉の意味が結びつくように支援します。

集団療育を通して、他者との適切な距離感や、他者の気持ちを考えること、他者を思いやることを支援します。また、就労支援事業所ジョブサポートみろくの体験カリキュラムを通して、社
会人としてのルールやマナーを学ぶ機会を設けています。

支援方針

１　事業所は、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえて、ご本人の「意思決定」に配慮した上で個別支援計画を作成し、それに基づき利用者に対して障害福祉サービス
　　を提供するとともに、その効果について継続的な評価その他の措置を行い、適切かつ効果的な障害福祉サービスの提供を行う
２　事業の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする
３　事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、障がい児・者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者と
　　の密接な連携に努めるものとする
４　前三項のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする

営業時間開所日 月曜日から土曜日 ８：００～１８：００ 定員

支　援　内　容

日曜日・祝祭日・お盆(８月１３～１５日)
・年末年始(１２月３０日～１月３日)

利用料金
障がい者福祉サービス受給者証にある、利用者自己負担金の上限額の範囲内でご負担いただきます。その他実費負担料として、食事代やおやつ代、教材費などが別途必要になります。
詳しくは、お電話やご見学の際に直接お尋ねください。

設備(生活介護を含む） 指導訓練室・遊戯室・多目的室・トイレ・多目的トイレ・事務室・医務室・静養室・相談室・更衣室・シャワー室・浴室・食堂・厨房・活動室

利用について

事業所名 作成日多機能型生活介護事業所デイサポートみろく

スケジュールや日課を見て必要な行動ができることを目指して支援します。特性に合わせた形で情報を掲示するなど、環境を整備します。

事　業　所　情　報

ご利用にあたっては、市町村が発行する受給者証が必要になります。受給者証の発行に関してはお住いの市町村の福祉課や子育て支援課にお尋ねください。その他、ご利用にあたってご不明
な点はお気軽にお尋ねください。

法人理念 豊徳会は“共に生きる”をモットーに心と心で繋がったより暖かい社会の創造をめざし、安心して暮らせるための支援を行っています。


